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市第74号議案 

   特定非営利活動促進法施行条例の一部改正 

 特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

   平成28年12月６日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例 

 特定非営利活動促進法施行条例（平成24年２月横浜市条例第２号

）の一部を次のように改正する。 

 目次及び第３章の章名中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例

認定特定非営利活動法人」に改める。 

第25条中「同条第５項」を「同条第４項」に、「、第３項及び第

４項」を「及び第３項」に改める。 

第27条の見出しを「（助成金支給書類の提出）」に改める。 

第29条の見出し及び同条第１項中「仮認定」を「特例認定」に改

め、同条第２項中「第４項」を「第３項」に改める。 

第30条第１項中「仮認定特定非営利活動法人」を「特例認定特定

非営利活動法人」に改め、同項第３号中「仮認定」を「特例認定」

に改める。 

第31条の見出し中「仮認定」を「特例認定」に改める。 

第32条第１項中「から第４項まで」を「及び第３項」に改める。 

第33条第１項中「及び法第54条第２項から第４項まで」を「並び

に法第54条第２項及び第３項」に改める。 

第34条第１項中「第54条第５項」を「第54条第４項」に改める。 
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附 則 

 この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律（平成

28年法律第70号）の施行の日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 特定非営利活動促進法の一部改正に伴い、関係規定の整備を図る

ため、特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する必要がある

ので提案する。 



市第74号 

29 

 参  考  

   特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

目 次 

（ 第 １ 章 及 び 第 ２ 章 省 略 ） 

特 例 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 
第 ３ 章  認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 及 び 

仮 認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 

         人 
（ 第 21 条 ― 第 31 条 ） 

 

   （ 第 ４ 章 及 び 附 則 省 略 ） 

                                                特 例 認 定 特 定 非 営 利 活 
第 ３ 章  認 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 及 び      

                    仮 認 定 特 定 非 営 利 活 動 

      動 法 人 
      法 人 

（ 認 定 の 申 請 の 添 付 書 類 及 び 役 員 報 酬 規 程 等 の 備 置 き ） 

                         同 条 第 ４ 項 
第 25 条  法 第 54 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 備 置 き は 、 
                         同 条 第 ５ 項 

の 規 定 に よ る 閲 覧 の 請 求 が あ っ た 場 合 に お い て 、 直 ち に 閲 覧 さ せ 

る こ と が で き る 状 態 で 行 わ な け れ ば な ら な い 。 同 条 第 ２ 項 （ 第 １ 

及 び 第 ３ 項      
号 に 係 る 部 分 を 除 く 。）          の 規 定 に よ る 書 類 の 

            、 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 

備 置 き に つ い て も 、 同 様 と す る 。 

  （ 助 成 金 支 給 書 類 の 提 出 ）   
（ 助 成 金 支 給 書 類 等 の 提 出 ） 

第 27 条  （ 本 文 省 略 ） 

  特 例 認 定 
（     の 申 請 等 ） 
 仮 認 定 

特 例 認 定 
第 29 条  第 21 条 の 規 定 は 、 法 第 58 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る     を 
                         仮 認 定 

受 け よ う と す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 21  

条 中 「 同 条 第 ２ 項 各 号 （ 同 項 た だ し 書 に 規 定 す る 場 合 に あ っ て は 

、 同 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 ）」 と あ る の は 、 「 同 条 第 ２ 項 第 ２ 号 及 

び 第 ３ 号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

２  第 22 条 の 規 定 は 法 第 62 条 に お い て 準 用 す る 法 第 49 条 第 ２ 項 の 規 
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定 に よ る 公 示 に つ い て 、 第 24 条 の 規 定 は 法 第 62 条 に お い て 準 用 す 

る 法 第 53 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 に つ い て 、 第 25 条 の 規 定 は 法 

                    第 ３ 項 
第 62 条 に お い て 準 用 す る 法 第 54 条 第 １ 項 か ら    ま で の 規 定 に 

第 ４ 項 

よ る 備 置 き に つ い て 、 第 26 条 の 規 定 は 法 第 62 条 に お い て 準 用 す る 

法 第 55 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 に つ い て 、 第 27 条 の 規 定 

は 法 第 62 条 に お い て 準 用 す る 法 第 55 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 

提 出 に つ い て 、 前 条 の 規 定 は 法 第 62 条 に お い て 準 用 す る 法 第 56 条 

の 規 定 に よ る 閲 覧 及 び 謄 写 に つ い て 、 そ れ ぞ れ 準 用 す る 。 

（ 合 併 の 認 定 の 申 請 等 ） 

第 30 条  法 第 63 条 第 １ 項 の 認 定 を 受 け よ う と す る 認 定 特 定 非 営 利 活 

特 例 認 定 特 定 非 営 
動 法 人 又 は 同 条 第 ２ 項 の 認 定 を 受 け よ う と す る 

                      仮 認 定 特 定 非 営 利 

利 活 動 法 人 
は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 

活 動 法 人 

載 し た 申 請 書 に 、 同 条 第 １ 項 の 認 定 に あ っ て は 同 条 第 ５ 項 に お い 

て 準 用 す る 法 第 44 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 、 法 第 63 条 第 ２ 項 の 

認 定 に あ っ て は 同 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 法 第 58 条 第 ２ 項 に お 

い て 準 用 す る 法 第 44 条 第 ２ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 

付 し て 、 第 19 条 第 １ 項 の 申 請 書 の 提 出 に 併 せ て 市 長 に 提 出 し な け 

れ ば な ら な い 。 

（ 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 省 略 ） 

特 例 認 定 
(3)  法 第 44 条 第 １ 項 の 認 定 又 は 法 第 58 条 第 １ 項 の     の 年 月 

                       仮 認 定 

日 及 び 有 効 期 間 

（ 第 ４ 号 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

      特 例 認 定 
（ 認 定 又 は     の 取 消 し の 公 示 ） 

      仮 認 定 

第 31 条  （ 本 文 省 略 ） 

（ 電 磁 的 記 録 に よ る 保 存 ） 
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第 32 条  法 第 75 条 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 民 間 事 業 者 等 が 

行 う 書 面 の 保 存 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 （ 

平 成 16 年 法 律 第 149 号 。 以 下 「 読 替 え 後 の 電 子 文 書 法 」 と い う 。 

） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め る 保 存 は 、 法 第 14 条 （ 法 第 

39 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）、 法 第 28 条 第 １ 項 及 

び 第 ２ 項 、 法 第 35 条 第 １ 項 、 法 第 54 条 第 １ 項 （ 法 第 62 条 （ 法 第 63  

条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 及 び 法 第 63 条 第 ５ 項 に 

                                 及 び 第 ３ 項 
お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 並 び に 法 第 54 条 第 ２ 項 
                                                     か ら 第 ４ 項 

   
  （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 62 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。）  
ま で 

の 規 定 に 基 づ く 書 面 の 備 置 き と す る 。 

（ 第 ２ 項 省 略 ） 

（ 電 磁 的 記 録 に よ る 作 成 ） 

第 33 条  読 替 え 後 の 電 子 文 書 法 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め 

る 作 成 は 、 法 第 14 条 （ 法 第 39 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 

                     並 び に 法 第 54 条 第 ２ 項 
む 。）、 法 第 28 条 第 １ 項 、 法 第 35 条 第 １ 項 
                   及 び 法 第 54 条 第 ２ 項 か 

及 び 第 ３ 項   
（ こ れ ら の 規 定 を 法 第 62 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 

ら 第 ４ 項 ま で 

含 む 。） の 規 定 に 基 づ く 書 面 の 作 成 と す る 。 

（ 第 ２ 項 省 略 ） 

 （ 電 磁 的 記 録 に よ る 縦 覧 等 ） 

第 34 条  読 替 え 後 の 電 子 文 書 法 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 条 例 で 定 め 

る 縦 覧 等 は 、 法 第 28 条 第 ３ 項 、 法 第 45 条 第 １ 項 第 ５ 号 （ 法 第 51 条 

第 ５ 項 及 び 法 第 63 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） 並 び 

               第 54 条 第 ４ 項 
に 法 第 52 条 第 ４ 項 及 び 法       （ こ れ ら の 規 定 を 法 第 62 条 

               第 54 条 第 ５ 項 

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） の 規 定 に 基 づ く 書 面 の 閲 覧 と す 

る 。 
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（ 第 ２ 項 省 略 ） 

 


